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１．要 旨 

（１）趣 旨 

  令和３年６月に国家公務員法及び地方公務員法が改正され、平均寿命の伸長や少子高齢化

の進展を踏まえ、豊富な知識、技術、経験等を持つ高齢期の職員に最大限活躍してもらうた

め、国家公務員及び地方公務員の定年は令和５年度以降、段階的に６５歳まで引き上げられ

ることとなった。 

市においても、こうした法改正の趣旨を踏まえ、国及び東京都と同様、職員の定年を段階

的に６５歳に引き上げるため、関連する条例の一部改正等をするものである。 

（２）主な内容 

  ① 定年の段階的引上げ ② 役職定年制の導入 ③ 再任用制度の見直し 

④ 給与制度の規定 ⑤ 情報提供・意思確認制度の新設 

（３）一部改正等をする条例 

  ① 東大和市職員の定年等に関する条例  

② 東大和市職員の給与に関する条例 

  ③ 東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例 

  ④ 東大和市職員の再任用に関する条例  他６件 

（４）影響及び効果 

  国や都の制度との権衡を保ち、適正な制度運用を行うことができる。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

 （１）国で定年引上げに係る「地方公務員法の一部を改正する法律」が成立（令和３年６月） 

（２）東京都で定年引上げに係る改正条例等が議決（令和４年６月） 

（３）東大和市議会議員全員協議会で説明（令和４年９月） 

（４）東大和市職員組合へ協議書を提出（令和４年９月） 

（５）東大和市職員組合から同意書を受理（令和４年１０月） 

 ３．留意事項（問題点等） 今後の予定 

 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

  庁議終了後、第４回東大和市議会定例会へ議案提出について事務を進めたい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


